
 

清掃工場への持込 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象 物 
・大型のもの（タンス・自転車・机・ソファー等） 

・収集および回収拠点に出せるもの 

・事業系の一般廃棄物 

料 金 形

態 

尾鷲市清掃工場持込み処理手数料として 

       50ｋｇ以下  ５００円 

       50ｋｇを超える 10ｋｇ毎に１００円を加算 

個人・事業者を問わず、持込まれるものの総重量に対して課

せられます。 

守ってください！ 
○尾鷲市の取り扱えないもの（P1９）や産業廃棄物は持ち込めません。 

○持込みの場合は、指定袋に入れる必要はありません。 

○事前に分別した状態で持ち込んでください。 

○多量のごみを持ち込む際には事前にご連絡ください。 

（清掃工場の工事等により受入できないことがあります。） 

○ストーブの灯油・缶詰・ペンキ等、中身を取り出した状態で持ち込んでく 

ください。 

○基本的に、積荷を降ろす作業は持ち込まれた方が行ってください。 

○個人・業者問わずに建設廃材は受入できません！ 

（但し、日曜大工で発生する廃材については受入ができますが事前にご連絡 

ください。） 

 

【尾鷲市清掃工場のご案内】尾鷲市大字南浦字中村 3287-7  

☎0597-22-3245 

 

清掃工場受入可能時間 

●平日（月～金）  9：00～16：00まで※1 

●第１・３日曜日  9：00～15：00まで※2     

※1 祝祭日を除く平日 

※2 1月は年始のため変

動します。ごみカレンダー

で確認してください 


